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平
成
 21
年
度

大
分
県
職
員
採
用
選
考

消
費
税
簡
易
課
税
制
度
に
つ
い
て

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

犬
の
登
録
は

お
済
み
で
し
ょ
う
か

障
が
い
者
就
職
面
接
会

◎
職
業
訓
練
指
導
員
（
造
園
）

▼
受
付
期
間　

９
月
25
日

（金）
ま
で

▼
第
１
次
試
験
日　

10 
月
18 
日

（日）

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
総
務
部
人
事
課
人
事
班

☎
０
９
７
︵
５
０
６
︶
２
３
０
５

◎
身
体
障
が
い
者
を
対
象
と
し
た

職
員
採
用
選
考

▼
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
者
数

一
般
事
務
１
名
、
教
育
事
務
１

名
、
警
察
事
務
１
名

▼
受
験
資
格　

①
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人 

②

自
力
に
よ
り
通
勤
が
で
き
、
介

護
者
な
し
に
職
務
の
遂
行
が
可

能
な
人 

③
昭
和
55
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
４
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
人 

④
県
内
に

住
所
を
有
す
る
人
︵
在
学
ま
た

は
訓
練
所
入
所
の
た
め
に
一
時

県
外
に
居
住
し
て
い
る
人
を
含

む
。
︶ 

⑤
活
字
印
刷
文
に
よ
る

出
題
に
対
応
で
き
る
人

※
﹁
一
般
事
務
﹂
お
よ
び
﹁
教
育
事

務
﹂
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
籍
を

有
し
な
い
人
も
受
験
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
採
用
時
に
職
務
に
従

事
可
能
な
在
留
資
格
が
な
い
場

合
は
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

︵
﹁
警
察
事
務
﹂
に
つ
い
て
は
、
日

本
国
籍
が
必
要
で
す
。︶

▼
第
１
次
試
験
日　

10 
月
31
日

（土）

▼
受
付
期
間　

９
月
28
日

（月）
〜
10 

月
16 
日

（金）

▼
選
考
案
内
配
布
先　

各
市
町
村
、

県
振
興
局
、
大
分
県
社
会
福
祉

協
議
会
、
各
市
町
村
社
会
福
祉

協
議
会　

等

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
人
事
委
員
会
事
務
局

公
務
員
課　

試
験
・
審
査
班

☎
０
９
７
︵
５
０
６
︶
５
２
１
２

☎
０
９
７
︵
５
０
６
︶
５
２
１
１

※
い
ず
れ
の
選
考
に
つ
い
て
も
、受

験
資
格
な
ど
の
詳
細
は
選
考
要

領︵
県
庁
受
付
等
で
配
布
ま
た
は

大
分
県
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
︶で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

個
人
事
業
者
で
そ
の
年
の
前
々

年︵
以
下﹁
基
準
期
間
﹂と
い
う
。︶の

課
税
売
上
高
が
五
千
万
円
以
下
の

方
は
、
事
前
に
﹁
消
費
税
簡
易
課
税

制
度
選
択
届
出
書
﹂︵
以
下﹁
届
出
書
﹂

と
い
う
。
︶
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

り
、
実
際
の
課
税
仕
入
れ
に
係
る

消
費
税
額
を
計
算
す
る
こ
と
な
く
、

課
税
売
上
高
か
ら
仕
入
控
除
税
額

の
計
算
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
簡

易
課
税
制
度
を
適
用
し
て
消
費
税

の
申
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
簡
易
課
税
制
度
を
選
択

す
る
と
、
２
年
間
は
そ
の
選
択
を

取
り
や
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

簡
易
課
税
制
度
お
よ
び
消
費
税

に
つ
い
て
の
帳
簿
の
記
載
事
項
な

ど
に
つ
い
て
、お
分
か
り
に
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、最
寄
り

の
税
務
署
に
お
気
軽
に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

臼
杵
税
務
署　

☎
63-

８
５
２
２

※
自
動
音
声
案
内

　

障
が
い
者
の
就
職
の
促
進
を
図

る
た
め
、
障
が
い
者
と
事
業
主
を

対
象
と
し
た
面
接
会
を
、
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　

９
月
29
日

（火）　

14 
時
〜

▼
場
所　

大
分
東
洋
ホ
テ
ル
２
階

﹁
二
豊
の
間
﹂

▼
問
い
合
わ
せ
先

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
伯

☎
０
９
７
２
︵
２
４
︶
８
６
０
９

　

狂
犬
病
予
防
法
第
４
条
で
は
犬

の
所
有
者
は
取
得
し
た
日
︵
生
後

90
日
を
経
過
し
た
日
︶か
ら
30
日
以

内
に
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。︵
20
万
円

以
下
の
罰
金 

同
法
第
27
条
︶犬
の

所
有
者
は
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
民
生
活
課　

生
活
・
安
全
班

☎
82-

４
１
１
１　

内
線
１
１
４

《メールの登録方法》
携帯電話から e@bousai-oita.jp に空メールを送るか、
QRコードを読み取り、登録サイトの指示に沿って登録してください。

◎　登録サイト→http://www.bousai-oita.jp/

●　問い合わせ先／大分県生活環境部防災危機管理課　☎０９７－５０６－３１５５


